
地域応援助成事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、地域内で世代間交流や孤立を無くすことを目的として行

う食堂事業の開催にかかる経費の負担軽減と、地域内での支え合い助け合い

体制づくりを推進することを目的として必要な事項を定める。 

 

（実施主体） 

第２条 この事業の実施主体は、社会福祉法人朝来市社会福祉協議会（以下「本

会」という。）とする。 

 

（助成対象事業） 

第３条 この助成事業における助成対象は、市内の行政区（以下「区」という。）

とする。 

２ 助成対象とする事業は、地域内で世代間交流や孤立を無くすことを目的と

した食堂事業で、以下の条件を満たす活動とする。 

（１） 他機関から補助金や助成金を受けていないこと 

（２） 区民全員を対象とする事業であること 

（３） 食堂事業の開催時には、本会が進呈したのぼり旗を設置すること 

 

（助成金の交付額及び助成回数） 

第４条 助成額は、次の通りに定める額とし予算の範囲内で助成する。 

（１）申請活動の参加人数に応じて次の通り交付する 

  ア ６０名以上      ３０，０００円を上限 

  イ ４０名から５９名   ２５，０００円を上限 

  ウ ２０名から３９名   ２０，０００円を上限 

  エ １９名以下      １０，０００円を上限 

２ 助成回数については年度内１回とする。 

 

（助成対象経費及び助成対象外経費） 

第５条 この助成事業における助成対象経費及び助成対象外経費は、経費一覧

表（共通別表１）に定める通りとする。 

 

（助成対象期間） 

第６条 この助成事業における対象期間は原則、当該年度の４月から２月まで

とする。 

 

（助成申請及び結果の通知） 

第７条 助成金の交付を受けようとする区は、第３条で規定した事業を実施す

る２週間前までに地域応援助成事業申請書（様式第１号）（以下「申請書」と

いう。）に必要事項を記入し本会に提出するものとする。 



２ 本会は、申請書を精査したうえ、速やかに助成の可否について決定し、助成

事業決定通知書(共通様式第１号)により申請区に通知するものとする。 

 

（報告書の提出） 

第８条 助成を受ける区は、活動終了後速やかに地域応援助成事業報告書（様式

第２号）（以下「報告書」という。）を本会へ提出しなければならない。 

 

（助成金の交付） 

第９条 本会は助成交付決定後、全額を区へ交付する。 

２ 助成金は振込にて指定口座へ助成金を交付する。 

 

 （活動の変更または取下げ、及び交付決定の取り消し） 

第１０条 申請区が活動を進めるうえでの変更または取下げが必要な場合には、

申請区は助成事業（変更・取下げ）届（共通様式第２号）を本会に提出しなけ

ればならない。 

２ 助成事業（変更・取下げ）届（共通様式第２号）の提出があった場合には、

本会は審査の上速やかに助成事業（変更・取下げ・取消）決定通知書（共通様

式第３号）を申請区に通知する。 

３ 本会は、申請区が次の各号に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部 

又は一部を取り消すことができる。その際には、助成事業（変更・取下げ・取

消）決定通知書（共通様式第３号）を申請区に通知する。 

（１）事前の連絡もなく、計画と別の形で事業を進めたとき 

（２）虚偽、その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき 

 

（助成金の返還） 

第１１条 本会の会長は、第１０条３項に規定する取り消しを行った場合、助成

金の全額または一部の返還を求めることができる。 

 

 （補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、

本会の会長が定める。 

 

   附則 

１． この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

１． この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

１． この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

１． この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

１． この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

１． この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

１． この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


